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在宅生活サービス 
介護保険の認定が非該当の方、介護予防･日常支援総合事業(総合事業)における｢事

業対象｣区分が非該当の方､認定を受けていない方が受けられるサービス 

1.共生型ホームヘルプ事業（高齢者に係るもの）  

疾病などの事由や、家族介護等により、日常生活を営むのに支障が生じている方や、掃除･洗

濯･買い物･調理等､主に家事援助を必要とする方に週１回程度､ホームヘルパーを派遣します｡ 

※本事業は高齢者の方に限定したものではありませんが、高齢者の方が利用される場合の要

件等について記載しています。 

【対象者】  介護保険の要支援･要介護の認定が非該当及び介護予防･日常生活支援総合事業

(総合事業)の基本チェックリストが非該当の６５歳以上の在宅で生活をし､日常

生活において主に家事援助が必要であると認められる方 

※サービス利用にあたっては､対象となる方等を訪問し、状況確認した後、市

にて利用可否を決定したうえで、ご申請いただくこととなります｡なお関係機

関から聞き取りを行う場合があります｡ 

【費 用】    １回１時間の生活援助の利用料金は３１０円 

※生活保護利用世帯・市民税非課税世帯の方等は、状況により減免される場合 

があります。 

【申込み】  「藤沢市共生型ホームヘルプサービス事業利用申請書｣と必要書類を在宅福祉サ

ービスセンターに提出してください｡(事業内容や必要書類については､事前にお

問合せください｡) 

【問合せ】 

 

 

 

  
在宅福祉        市役所分庁舎１階        ☎    ５０－３５２４ 

 サービスセンター                  FAX ２４－４１６９ 
 

 
高齢者支援課      市役所本庁舎２階        ☎    ５０－３５７１ 

                           FAX ５０－８４１２ 
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介護保険の認定に関わらず受けられるサービス 

2.一声ふれあい収集 

生活ごみ(大型ごみ･特別大型ごみを除く)･資源を集積場所まで持ち出すことが困難で家族等

の協力が得られない世帯を対象に､市職員が安否確認の一声を掛けながら週１回､収集します｡ 

【対象者】 (1)  日常､介助または介護を必要とする高齢者(概ね６５歳以上)のみの世帯 

(2)  障がい者(身体障がい者手帳･療育手帳･精神障がい者保健福祉手帳の交付を 

受けている人)のみの世帯 

 (3)  上記１･２で同居する家族がいる場合であっても､同居者が虚弱､年少者である 

世帯  

(4)  その他､市長が特に必要であると認めた世帯 

【申込み】    申請書を次の①~④いずれかの窓口に提出してください｡ 

      ※申請書は、下記窓口に取りに行くか、藤沢市 HP からダウンロードしてくださ

い。 

① 高齢者支援課 

② 障がい者支援課(６５歳未満の障がい手帳取得者に限る) 

      ③ 生活援護課(生活保護受給者に限る)       

④ 地区福祉窓口(藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む))  

【問合せ】 

 

 

3.福祉大型ごみ収集 

大型ごみや特別大型ごみを宅内から出すことが困難な高齢者世帯や障がい者世帯などを対象

に、持ち出し作業サービスを実施しています。なお、大型ごみ処理手数料については、免除と

なりません。 

【対象者】上記 2.一声ふれあい収集 の【対象者】と同程度と認められる方 

※ご依頼の都度、下記申込み先へ電話でご相談ください。 

【申込み】（株）藤沢市興業公社  

電話 ０４６６－２３－５３０１  FAX ０４６６－２６－７６８４ 

●受付時間：８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

（土曜、日曜、祝日は休業） 

【問合せ】 

 

環境事業センター   遠藤２０２３－１７    ☎ ８７－３９１２ 

環境事業センター   遠藤２０２３－１７    ☎ ８７－３９１２ 
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4.高齢者はり・きゅう・マッサージ利用券 

高齢者の健康増進と介護予防のきっかけづくりのため､市が指定したはり･きゅう･マッサージ

施術所で利用できる利用券を交付します｡ 

【対象者】 藤沢市に住民登録のある７５歳以上の方(当該年度中に７５歳を迎える方を含む) 

【交付枚数】１人あたり３枚 

【利用方法】１回の施術に対し、１枚の利用券を施術所に提出してください。 

      利用券１枚で、１回３,０００円分の施術が自己負担なく受けられます。 

【利用施設】○市指定はり･きゅう･マッサージ施術所 

        ○いきいきシニアセンター３か所(マッサージ室利用のみ) 

○秋葉台文化体育館内マッサージ室 

【申込み】 対象者の方で申請がお済みでない方は､随時受付をしておりますので、ご希望の場

合､高齢者支援課へご連絡ください｡申請書を改めてお送りします｡ 

高齢者支援課､藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福

祉窓口でも受付しております。 

【問合せ】 

 

 

5.一時入所サービス 

 家族の急病等で一時的に高齢者の介護ができない時や､ひとり暮らしの方で在宅での生活が一

時的に困難となった時などに､養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへ､必要と認められた

期間一時入所することができます｡ 

【対象者】 ６５歳以上の方で､介護者の病気､出張､冠婚葬祭等社会的な理由により家庭での養 

護または介護が一時的に困難となった方や､身体的･精神的な理由により､一時的に 

養護または介護が必要な状態となった方 

【費 用】   (1)養護老人ホームの場合 

               １日につき､１,３２０円  （滞在費５００円＋食費８２０円） 

         ※ただし生活保護受給者は８２０円（滞在費無料、食費８２０円） 

(2)特別養護老人ホームの場合 

             介護保険制度自己負担額に準じる 

【申込み】 ｢福祉サービス利用(変更)申請書｣および所定の健康診断書と必要書類を次の①ま 

たは②の窓口に提出してください｡(事業内容や必要書類については､事前にお問合 

わせください｡) 

① 高齢者支援課     

② 在宅福祉サービスセンター  

【問合せ】 

 

 

高齢者支援課       市役所本庁舎２階   ☎      ５０－３５２３ 
                       FAX  ５０－８４１２ 
 

高齢者支援課       市役所本庁舎２階       ☎   ５０－３５７１ 
                          FAX  ５０－８４１２ 
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6.緊急通報サービス 

日常生活上注意を要する高齢者を対象に､緊急通報装置等を貸与し､日常の相談を受け不安を

解消するとともに､人感センサーにより日常的な安否確認を行います｡ 

【対 象 者】 本市に住所を有し、かつ市内に居住する高齢者等で､次のいずれかに該当する方 

(1)原則６５歳以上の在宅生活をするうえで常時注意を要する方で､ひとり暮ら 

しや原則６５歳以上の方のみの世帯に属する方｡ 

(2)同居者の就労により(1)に準ずるものと認められる方｡ただし､同居または近 

隣に居住する親族が緊急時に適切な対応ができる状況にある方は除きます｡ 

※サービス利用にあたっては､対象となる方等の状況を確認したうえで利用決 

定します｡なお関係機関から聞き取りを行う場合があります｡   

【利用条件】 ・緊急通報装置（固定型）を利用の場合、 固定電話回線を利用するため､固定

電話回線への加入が必要となります｡  

・緊急通報装置（携帯型）を利用の場合、 通話が可能な携帯電話をご自身で所 

有している必要があります。 

 【費  用】  ・緊急通報装置（固定型）を利用の場合 月額２５０円 

・緊急通報装置（携帯型）を利用の場合 月額１０００円 

 ※サービス利用開始に伴う緊急通報装置の設置および保守等に係る費用は市が 

負担します｡それ以外の費用については､自己負担となります｡また､緊急通報装 

置設置後に発生する費用については､自己負担となります｡ 

【申 込 み】 ｢福祉サービス利用(変更)申請書｣と必要書類を次の①または②の窓口に提出し 

てください｡(事業内容や必要書類については､事前にお問合せください｡)  

※申請書類はホームページからダウンロードができます｡   

① 在宅福祉サービスセンター 

② 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福祉窓口 

【問 合 せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
在宅福祉            市役所分庁舎１階     ☎     ５０－３５２４ 
サービスセンター                   FAX  ２４－４１６９ 

 

 
高齢者支援課          市役所本庁舎２階     ☎     ５０－３５７１ 

                           FAX  ５０－８４１２ 
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7.認知症等行方不明 SOSネットワーク 

高齢者等を介護している家族の方が事前に対象となる方の情報を登録し､行方不明となった際

に警察等の関係機関が連携して捜索し､早期保護を図ります｡ 

また、登録された方に、衣類や持ち物に貼り付けることができる二次元コード付きの見守り

シールを交付します。行方不明となった登録者が保護された際に、発見者が携帯電話で二次元

コードを読み取り、表示される市や警察等の電話番号に連絡することで、早期発見・保護につ

なげます。 

【対象者】 ４０歳以上の在宅で生活する方で､認知症等により行方不明歴のある方､ 

または行方不明となる可能性のある方       

※サービス利用にあたっては､対象となる方等の状況を確認したうえで利用決定し 

ます｡なお関係機関から聞き取りを行う場合があります｡    

【費 用】    登録料・見守りシール交付料：無料 

            特別養護老人ホームで一時保護をした場合にかかる費用は有料となります｡ 

【申込み】 「福祉サービス利用(変更)申請書」と「認知症等行方不明 SOS ネットワーク登録

届」を次の①または②の窓口に提出してください｡(登録届には､本人の顔写真と全

身写真の貼付が必要です｡事業内容や､その他不明な点につきましては､事前にお問

合せください｡) 

※申請書類はホームページからダウンロードができます｡ 

① 在宅福祉サービスセンター 

② 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福祉窓口 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
在宅福祉          市役所分庁舎１階      ☎     ５０－３５２４ 

 サービスセンター                   FAX ２４－４１６９ 
 

 
高齢者支援課        市役所本庁舎２階       ☎    ５０－３５７１ 

                            FAX ５０－８４１２ 
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8.図書館宅配サービス 

 図書館宅配サービスボランティアが図書館資料をお届け･回収します｡ 

宅配日 

毎月第 2･4 水曜日または木曜日 

宅配時間はボランティアとの調整で､事前に決定

いたします 

借りられる資料 

本･雑誌････････1 人 10 冊､1 か月 

CD･カセットテープ･･1 人 5 点､2 週間 

DVD･ビデオテープ･･1 人 2 点､2 週間 

 

【対象者】 市内在住の､障がいのある方や高齢の方(６５歳以上)で、 

ひとりで図書館･図書室に来館･来室することが困難な方 

【費 用】      無料 

【申込み】 電話やＦＡＸ、電子申請のいずれかでの申込後､職員が面談に伺います｡ 

 

 

 

 

 

 

【申込み･問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総合市民図書館        湘南台７－１８－２    ☎    ４３－１１１１ 

                            FAX ４６－１１３０ 
 

 
南市民図書館         南藤沢２１－１     ☎    ２７－１０４４ 

         ＯＤＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ６階    FAX  ２７－１０４５ 
 

 
辻堂市民図書館      辻堂２－１５－８       ☎    ３５－００２８ 

                            FAX ３６－５１８６ 
 

 
湘南大庭市民図書館    大庭５４０６－４     ☎    ８６－１６６６ 

                            FAX ８６－１４４１ 
 

ｅ－ｋａｎａｇａｗａ電子申請サービス 
「図書館宅配サービス 利用申込み」 

右の二次元コードからお申込みいただけます。 

※申込み時にメールアドレスが必要となります。 
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介護保険の認定を受けている方が受けられるサービス 

9.寝具乾燥消毒サービス 

掛け布団や敷布団などの寝具類を指定事業者が利用者宅を訪問し､回収し 

たうえで､丸洗い･乾燥･消毒を行います｡ 

【対象者及び利用回数】   

６５歳以上の在宅で生活する方で布団干し等が困難な介護保険で要支援１･２､要 

介護１から５の認定を受けている方 

（１）本人が属する世帯の市民税が非課税の方は年間８回(４月､６月､７月､９月､ 

１０月､１２月､１月､３月) 

（２）本人が属する世帯の市民税が課税の方は年間４回(４月､７月､１０月､１月) 

※サービス利用にあたっては､対象となる方等の状況を確認したうえで利用決定 

します｡なお関係機関から聞き取りを行う場合があります｡ 

※感染症等にかかられ､他のご利用者への影響が考えられる場合､サービスを一時    

中止させていただくことがあります｡ 

※特別な取扱いが必要となる寝具（磁石等が埋め込まれているものや高価な羽毛

布団等）については、取扱いできない場合があります。  

【費 用】  無料 

【申込み】 ｢福祉サービス利用(変更)申請書｣を次の①または②の窓口に提出してください｡

(事業内容や必要書類については､事前にお問合せください｡) 

※申請書類はホームページからダウンロードができます｡ 

        ① 在宅福祉サービスセンター  

        ② 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福祉窓口  

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
在宅福祉          市役所分庁舎１階   ☎     ５０－３５２４ 

 サービスセンター                 FAX  ２４－４１６９ 
 

 
高齢者支援課        市役所本庁舎２階   ☎     ５０－３５７１ 

                          FAX  ５０－８４１２ 
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10.水道料金の減免  

 次の要件に該当する方と同居している世帯では､水道料金が減免されます｡ 

【対象者】  要介護状態区分が要介護４または要介護５の方 

      ※減免対象者が長期に入院や施設入所されている場合は、減免の申請ができませ 

んので、退院や退所された後に、申請を行ってください。 

【減免額】  １か月あたり使用水量８㎥までの料金減額 

【申請手続に必要なもの】 

介護保険被保険者証 

※水道の使用者や住所及び減免理由(対象者､要件等)に変更があった場合は､改め 

て申請が必要となりますので､すみやかに(なるべく変更のあった当月内に)お手続 

きください｡ 

【申請方法】 水道料金の減免申請は次の３つの方法がございます。 

① パソコン又はスマートフォンからの電子申請 

詳しくは、下記の県営水道のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

② 窓口での申請 

（藤沢水道営業所と藤沢市役所下水道計画業務課のどちらでも申請できま

す。） 

③ 郵送による申請 

 

【申請窓口・お問合せ先】 

 

 

 

 

 

 県営水道のホームページ 
 「水道料金の減免制度」 

                 で検索 

もしくは右の二次元コードからでもご覧いただけます。  

神奈川県 水道料金減免制度 

 
藤沢水道営業所        鵠沼石上２―６―１  ☎     ２７－１２１１ 

              FAX  ２５－２０７９ 
 

 
下水道計画業務課   市役所分庁舎５階        ☎     ５０－８２４６ 

                          FAX  ５０－８３８８ 
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11.紙おむつの支給 

在宅で常時おむつを必要とする方に､月１回紙おむつを支給し､本人及び介護者の身体的､経済

的な負担を軽減します｡      

【対象者】  本市に住所を有し、かつ市内に居住する在宅高齢者等で､日常的に紙おむつを使 

用している次のいずれかに該当する方 

(1) 介護保険で要介護４または５の認定を受けている４０歳以上の方で､本人の合 

計所得金額が４００万円未満の方 

(2) 介護保険で要支援１から要介護３までの認定を受けている６５歳以上の方で､

市民税非課税世帯に属する方 

※生活保護利用世帯の方､中国残留邦人で支援給付を受けている方は対象外となり

ます｡ 

※サービス利用にあたっては､対象となる方の状況等を確認し､利用決定します｡ 

なお関係機関から聞き取りを行う場合があります｡ 

【費 用】    ①注文金額４,０００円以下の場合→当該利用金額の１割 

②注文金額４,００１円以上の場合→当該４,０００円を超える額に４００円を加 

えた額 

【申込み】  ｢福祉サービス利用(変更)申請書｣と必要書類を次の①または②の窓口に提出して

ください｡(事業内容や必要書類については､事前にお問合せください｡) 

※申請書類はホームページからダウンロードができます｡  

① 在宅福祉サービスセンター 

② 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福祉窓口 

【申込み・問合せ】 

 

 

 

 

 

 

※紙おむつ(ペットのおむつは不可)は透明または半透明の袋に入れ､可燃ごみとして出してくだ

さい｡無料で収集します｡ 

※商品や制度内容が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅福祉       市役所分庁舎１階  ☎      ５０－３５２４ 
 サービスセンター             FAX  ２４－４１６９ 

高齢者支援課     市役所本庁舎２階  ☎      ５０－３５７１ 
                      FAX  ５０－８４１２ 



  44 

藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳登録者等が受けられるサービス 

12.藤沢市訪問理美容サービス 

理容師､美容師がご自宅を訪問して､頭髪のカットを提供します｡(年２回) 

【対象者】 藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳に当該年４月１日に登録されている方 

又は、要介護３以上の方（車椅子等で座位が保てる方） 

     なお、介助が必要な場合は付添人を付けること。 

     ※但し、予算が上限に達した場合は、募集を終了とさせていただきます。 

【費  用】無料 

【申込み】藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳に登録されている方、又は、前年度サービスを受け 

られていた方には申請書を高齢者支援課から４月下旬頃に発送します｡ 

※上記に該当しない要介護３以上の方については、高齢者支援課に直接お問い合わ 

せください。 

【問合せ】 

 

 

 

13.藤沢市福祉タクシー利用券 
 在宅でねたきりの高齢者の方に、通院等の際に利用する 

｢福祉タクシー｣の利用券を交付し､料金の一部を助成します｡ 

【対象者】  藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳に登録されて 

いる方   

【給付額】       １月３,６００円分､年間最大４３,２００円分の利用券を交付します｡ 

【利用方法】 １回の乗車につき２,４００円分までご利用いただけます｡請求金額を超えて支 

払うことができませんので､不足が生じる場合は現金等でお支払いください｡

【申込み】  ① 高齢者支援課 

② 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の地区福祉窓口 

【問合せ】 

 

 

 

☞藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳とは 

 藤沢市に住民登録があり、在宅で６か月以上食事、用便、寝起き等日常生活の大半を介護に

よらなければならない状態が継続している６５歳以上の方を対象に、民生委員・児童委員が訪

問調査した結果、要件に当てはまると登録ができるものです。登録したい方は、ご自分の地区

の民生委員・児童委員、もしくは高齢者支援課までお問い合わせください。 

 
高齢者支援課     市役所本庁舎２階   ☎      ５０－３５７１ 

                       FAX  ５０－８４１２ 
 

 
高齢者支援課    市役所本庁舎２階    ☎     ５０―３５７１ 

                       FAX ５０―８４１２ 
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高齢者の住まい 
1.高齢者向け市営住宅 

市営住宅は住宅に困っている低額所得者に対し、市が低廉な家賃で提供する賃貸住宅です。 

そのうち、高齢者向けの市営住宅は市が所有しているものや､借り上げているものがありま

す｡これらの住宅は､高齢者が生活しやすいよう手すりの設置､段差の解消等の福祉的配慮がされ

ています｡ 

【対象者】  市営住宅の入居者資格に該当し､さらに次の要件が必要です｡ 

①高齢世帯は夫婦(婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書 

受領証をお持ちの方を含む。)または親子を主体とした親族２人世帯で共に 

６０歳以上の方、もしくは６０歳以上の単身者 

※婚約者については､入居指定日までに婚姻を証する戸籍等を提出できること。 

※事実婚については､住民票の続柄が｢妻(未届)｣｢夫(未届)｣と記載されているこ 

と。 

※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証（申込みの際、提示が必要）をお持ち 

の方は本市で宣誓し、現在同居していること。 

② 身の回りのことすべてが自分ででき､心身共に健康である方 

※その他､収入基準､不自然な世帯分離をしていないこと等の条件があります｡ 

          ※借り上げている住宅は､それぞれの住宅で借上期間がありますので､借上期間 

         終了後は､市営住宅として使用できなくなります｡ 

【募集時期】 毎年７月及び１月  

【申込み】  毎年６月及び１２月ごろ､｢広報ふじさわ｣に掲載します｡詳しくは､同時期に配布

する｢入居者募集のしおり｣をご覧ください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 
 

 

 
住まい暮らし政策課  市役所分庁舎３階    ☎      ５０－３５４１ 
                          FAX  ５０－８２２３ 
 

 
一般社団法人           湘南台 4丁目     ☎     ４３－７７３２ 
かながわ土地建物保全協会  ５番地の 10       FAX ４３－７７３４ 
湘南サービスセンター    大嶋ビル 1階   
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2.サービス付き高齢者向け住宅のご案内 

  バリアフリー構造で面積や設備が高齢者住宅にふさわしい所定の基準を備え､ケアの専門家

による安否確認サービスなど安心できる見守りサービスがある高齢者単身･夫婦世帯向け住宅で

す｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

【対象住宅閲覧先】 

 

 

※次のホームページでもご案内しています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/top.html 

 

 

 

※｢かながわ住まいの情報紙｣の閲覧を希望される場合は職員にお声がけください。

 
公益社団法人   横浜市中区太田町     ☎    ０４５－６６４―６８９６ 
かながわ住まい・ ２丁目２２番地      FAX  ０４５－６６４－９３５９ 
まちづくり協会  神奈川県建設会館４階   
 

                                                                  ☎      ５０－３５２３ 
                              FAX  ５０－８４１２ 
 

                                                              ☎  ５０－３５４１ 
                                 FAX  ５０－８２２３ 
 

高齢者支援課         市役所本庁舎２階 

住まい暮らし政策課  市役所分庁舎３階 
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入所施設 
1.養護老人ホーム 

原則として６５歳以上で､経済的にお困りの方で､心身の機能が低下し､日常生活に支障があっ

たり､住宅に困窮していたりと､家庭での生活が困難な高齢者のための施設です｡ 

入所につきましては、高齢者支援課までご相談ください｡ 

施設名 住 所 電 話 FAX 

 藤沢養護老人ホーム  鵠沼 1559 22-2426 22-2115 

 湘風園  寒川町大蔵 800 0467-75-4545 0467-75-4564 

【問合せ】 

 

 

 

 

2.ケアハウス(軽費老人ホーム) 

６０歳以上で､自炊ができない程度の身体機能の低下により､独立した生活が不安定で､家族の

援助を受けることが困難な方が入居する施設です｡ 

   入居者は､個別の日常生活上の援助および介護を必要とする状態になった場合は､外部の介護

保険サービス等を利用することができます｡ 

入所の相談･申込みは直接各施設へお願いします｡ 

施設名 住 所 電 話 FAX 

 村岡ケアハウス  渡内 3-8-60 26-9505 26-9003 

【問合せ】 

 

        

 

 

 
高齢者支援課           市役所本庁舎２階     ☎      ５０―３５２３ 

                               FAX  ５０―８４１２ 
 

 
 

 
高齢者支援課           市役所本庁舎２階     ☎      ５０―３５２３ 

                               FAX  ５０―８４１２ 
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3.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 

 原則要介護 3以上の方 

要介護者に対し､入浴､排泄､食事等の介護､その他日常生活の世話､機能訓練､健康管理および

療養上の世話を行う施設です｡利用できるのは､原則､介護保険の要介護３以上の認定を受けた方

です｡入所の相談･申込みは直接各施設へお願いします｡ 

施設名 住 所 電 話 FAX 

グリーンライフ湘南 石川 3928-5 84-1165 84-1168 

鵠生園 片瀬海岸 1-7-9 28-2662 26-6950 

睦愛園 亀井野 2087-1  82-7317 83-5789 

白鷺苑 用田 820 48-0896 48-9215 

芭蕉苑 遠藤 35 87-1710 88-5326 

藤沢特別養護老人ホーム 鵠沼 1559 22-2346 25-7437 

ラポール藤沢 善行 1-12-9 83-4165 97-3667 

村岡ホーム 渡内 3-8-60 26-3339 26-9003 

みどりの園 小塚 370-1 52-2511 22-4137 

かりん 城南 1-22-7 36-8101 36-8179 

藤沢愛光園 大庭 5526-2 86-9090 86-9110 

藤沢富士白苑 長後 2722-1 45-3815 45-3852 

かつらはら 葛原 255-1 20-5175 20-5178 

関野記念鵠生園 鵠沼石上 2-5-3 55-2355 55-6755 

カメリア藤沢 SST 辻堂元町 6-17-2 30-0890 30-0891 

グランドヴィラ湘南台 菖蒲沢 1221-1 48-6006 48-6005 

結いの丘 遠藤 869-4 52-7755 52-7677 

※ 詳細は介護保険課｢施設ガイド｣をご参照ください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

  

 
介護保険課         市役所本庁舎２階  ☎      ５０－８２７６ 

（総務・給付担当）                   FAX  ５０－８４４３ 
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4.介護老人保健施設(要介護 1以上の方) 

要介護者に対し､看護､医学的管理の下における介護や機能訓練､日常生活の世話を行う施設で

す｡利用できるのは､介護保険の要介護１以上の認定を受けた方です｡入所の相談･申込みは直接

各施設へお願いします｡ 

施設名 住 所 電 話 FAX 

 清流苑  高谷 116-1 50-0550 50-7222 

 湘南わかば苑  石川 591 89-0551 89-0501 

 ガーデニア･ごしょみ  獺郷 218 47-0580 47-0093 

 ケアパーク湘南台  円行 991 43-0800 43-0842 

 ふれあいの桜  遠藤 446-1 86-9311 88-8566 

 クローバーヴィラ  鵠沼神明 3-1-1 55-3011 55-3012 

※詳細は介護保険課｢施設ガイド｣をご参照ください｡ 

【問合せ】 

 

 
 
 
 

5.介護医療院(要介護 1以上の方) 

長期的な医療と介護が必要な高齢者を対象とし､日常的な医学管理や看取り､ターミナルケア

等の医療機能と､生活施設としての機能を備えた施設です｡利用できるのは､介護保険の要介護１

以上の認定を受けた方です｡入院の相談・申込みは直接病院へお願いします。 

施設名 住 所 電 話 FAX 

 湘南長寿園病院   白旗 1-11-1 82-7311 84-2235 

※ 詳細は介護保険課｢施設ガイド｣をご参照ください｡ 

【問合せ】 

 

 
介護保険課         市役所本庁舎２階  ☎      ５０－８２７６ 

（総務・給付担当）                   FAX  ５０－８４４３ 
 

 
介護保険課         市役所本庁舎２階  ☎      ５０－８２７６ 

（総務・給付担当）                   FAX  ５０－８４４３ 
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医療給付 
1.国民健康保険 

【対象者】    ７５歳未満の他の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入していない方､ 

生活保護を受けていない方などが加入します｡ 

【申請方法】国民健康保険の加入者(被保険者)になったり､やめたりするときは１４日以内に 

届出が必要です｡届出に必要な書類等につきましてはお問合せください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

2.後期高齢者医療制度 

【対象者】   (1)７５歳以上の方 

(2)６５歳から７４歳で､一定の障がいの状態にあることにより神奈川県後期高齢 

者医療広域連合の認定を受けた方 

※生活保護を受けている方などは､被保険者とはなりません｡ 

【申請方法】上記(1)の方は７５歳の誕生日前に資格確認書等（※）が交付され､(2)の方は６５

歳に到達した場合は市から通知が郵送されます｡新たに対象者となる障がい者手帳

の交付を受けた場合は､手帳交付の時にお知らせします｡ 

      ※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。 

【問合せ】 

 

 

 

 
保険年金課               市役所本庁舎１階       ☎     ５０－３５７４ 

（国保調査担当）                          FAX ５０－８４１３ 

 
保険年金課      市役所本庁舎１階    ☎      ５０－３５７５ 

（後期高齢者医療担当）              FAX  ５０－８４１３ 
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3.高額療養費の支給 

●国民健康保険に加入している７０歳未満の方 

【内容】  

      １か月（同じ月内）のうち同一の医療機関に支払う医療費(保険給付の対象のものに限

る)の自己負担が２１,０００円以上､かつ､その合計が自己負担限度額を超えた場合､その

超える額が保険者から支給されます｡初回該当時に申請書が発送され、一度申請していた

だくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。 

 

【事前申請】  

オンライン資格確認を利用できる医療機関等を受診する場合 

   医療機関等の窓口で本人同意をすると、支払いを限度額までとすることができます。 

オンライン資格確認を利用できない医療機関等を受診する場合 

      高額療養費に該当する場合､事前に申請すると自己負担限度額までの負担で済む｢限度

額適用認定証｣､市民税非課税世帯の方には食事代も減額される｢限度額適用･標準負担額

減額認定証｣を発行します｡ただし､保険料に未納のない方に限ります｡ 

※オンライン資格確認ができる医療機関等か否かは、受診される医療機関等にご確認くだ

さい。 

   

 

●自己負担限度額（月額） 

 
3 回目まで 4 回目以降※2 適用区分 

所得区分 基準所得額※1 

市
民
税
課
税
世
帯 

上位 

所得者 

901 万円超 
252,600 円＋ 

（医療費※3－842,000 円）×1％ 
140,100 円 ア※4 

600 万円超 

901 万円以下 

167,400 円＋ 

（医療費※3－558,000 円）×1％ 
93,000 円 イ 

一般 

210 万円超 

600 万円以下 

80,100 円＋ 

（医療費※3－267,000 円）×1％ 
44,400 円 

ウ 

210 万円以下 57,600 円 エ 

市民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円 オ 

※１ 基準所得額=総所得金額等(収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金等控除等)－基礎控除額  

※２ ４回目以降とは、過去 12 か月以内に高額療養費の対象となった月が 4 回以上の場合の金額です。 

※３ 医療費とは、医療機関の窓口において負担した額（一部負担金）と国保が負担する額の合計 

（１０割の額）です。 

※４ 所得の申告がない世帯の方も含まれます。 
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●国民健康保険に加入している７０歳以上の方､後期高齢者医療制度に加入している方 

【内容】 

１か月（同じ月内）の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額

が保険者から支給されます。初回該当時に申請書が発送され、一度申請していただくと、次

回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。 

 

【事前申請】 

オンライン資格確認を利用できる医療機関等を受診する場合 

  医療機関等の窓口で、本人同意をすると、支払いを限度額までとすることができます。 

 

オンライン資格確認を利用できない医療機関等を受診する場合 

（国民健康保険に加入している７０歳以上の方） 

高額療養費に該当する場合、事前に申請すると自己負担限度額までの負担ですむように現

役並み所得者Ⅱ・Ⅰ区分の方は「限度額適用認定証」、低所得者Ⅱ・Ⅰ区分の方は食事代も減

額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。 

提示しない場合は、現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ区分の方は現役並み所得者Ⅲまでを支払い、低

所得者Ⅱ・Ⅰ区分の方は一般の区分までを支払い、後で払い戻しとなります。 

（後期高齢者医療制度に加入している方） 

  医療機関等から所得区分の提示を求められた場合は、所得区分が記載された資格確認書を

申請により交付します。 

※オンライン資格確認ができる医療機関等か否かは、受診される医療機関等にご確認くださ 

い。 
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●自己負担限度額（月額） 

〈国民健康保険（７０歳以上７５歳未満）〉 

所得区分 自己負担割合 
自己負担限度額 

外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位） 

現役並み所得者※1 

Ⅲ※2 

3 割 

252,600 円+（総医療費-842,000 円）×1％ 

〔140,100 円〕※7 

Ⅱ※3 
167,400 円+（総医療費-558,000 円）×1％ 

〔93,000 円〕※７ 

Ⅰ 
80,100 円+（総医療費-267,000 円）×1％ 

〔44,400 円〕※7 

一般※4 

2 割 

18,000 円 

（年間 144,000 円）※8 
57,600 円〔44,400 円〕※7 

低所得者 

（市民税非課税） 

Ⅱ※5 
8,000 円 

24,600 円 

Ⅰ※6 15,000 円 

 

 

●自己負担限度額（月額） 

〈後期高齢者医療制度〉  

所得区分 自己負担割合 外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位） 

現役並み所得者※1 

Ⅲ※2 

3 割 

252,600 円+（総医療費-842,000 円）×1％ 

〔140,100 円〕※7 

Ⅱ※3 
167,400 円+（総医療費-558,000 円）×1％ 

〔93,000 円〕※7 

Ⅰ 
80,100 円+（総医療費-267,000 円）×1％ 

〔44,400 円〕※7 

一般 

Ⅱ※9 2 割 

①18,000 円 

②6,000 円+（総医療費-

30,000 円）×10％ 

①か②のいずれか低い方

を適用 

（年間 144,000 円）※8 

57,600 円 

〔44,400 円〕※7 

Ⅰ※10 

1 割 

18,000 円 

（年間 144,000 円）※8 

区分（低所得者） 

Ⅱ※11 

8,000 円 

24,600 円 

Ⅰ※12 15,000 円 
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※１ 現役並み所得者とは、住民税の課税所得（課税標準）が１４５万円以上の方、及びその 

方と同じ世帯の方等。 

※２ 現役並み所得者Ⅲとは、現役並み所得者のうち、住民税の課税所得（課税標準）が 

６９０万円以上の方、及びその方と同じ世帯の方。 

※３ 現役並み所得者Ⅱとは、現役並み所得者のうち、住民税の課税所得（課税標準）が 

３８０万円以上６９０万円未満の方、及びその方と同じ世帯の方。 

※４ 一般とは、「現役並み所得者」「低所得」以外の方。 

※５ 低所得者Ⅱとは、世帯主及び世帯に属する被保険者全員が市民税非課税世帯の方。 

※６ 低所得者Ⅰとは、世帯主及び世帯に属する被保険者全員が市民税非課税世帯の方で、 

かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が０円で、公的年金収入（遺族年

金・障がい年金は除く）が８０万円以下の方。 

※７ 過去１２か月に外来と入院を合わせたもの（世帯単位）の自己負担限度額を超えた給付 

を３回以上受けた場合、その月が４回目以降の給付のときに適用される限度額。 

※８ 毎年７月３１日時点で所得区分が「一般」または「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の被保険者を対象 

に、計算期間（前年８月１日から当年７月３１日までの間の１年間）のうち「一般」「低 

所得者Ⅰ・Ⅱ」であった月の外来での自己負担額の合計が１４４，０００円を超えた場

合は、その分を申請により支給します。 

※９ 一般Ⅱとは、自己負担割合が２割の方。 

※10 一般Ⅰとは、現役並み所得者、一般Ⅱ、区分（低所得者）Ⅰ・Ⅱ以外の方。 

※11 区分Ⅱ（低所得者Ⅱ）とは、世帯の全員が市町村民税非課税で、区分Ⅰ以外の方。 

※12 区分Ⅰ（低所得者Ⅰ）とは、世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得（年 

   金の所得は控除額を８０万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から１０万 

   円を控除）が０円となる方。 

世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保 

険者（区分Ⅰ老齢福祉年金受給者）。 

 

 

【７５歳到達月の自己負担限度額の特例】 

月の途中で７５歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、特例とし

て、７５歳年齢到達月の自己負担限度額が、本来の額の２分の１ずつとなります。 

また、被用者保険（社会保険）の被保険者が７５歳到達により後期高齢者医療制度の被保険

者となった場合、その方の被扶養者だった方の国保加入月の自己負担限度額についても、本来

の額の２分の１ずつとなります。 
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【特定疾病（高額長期疾病）に係る高額療養費の支給の特例】 

高額な治療を長期間継続して行う必要がある疾病（厚生労働大臣指定）で人工透析が必要な

慢性腎不全や血友病の方は、「特定疾病療養受療証」（申請により交付）を医療機関の窓口に提

示すれば、毎月の自己負担限度額は１０，０００円（７０歳未満で人工透析が必要な慢性腎不

全の方のうち、適用区分「ア」「イ」に該当される方は、２０，０００円）となります。 

 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.入院時食事療養費･生活療養費 

〈国民健康保険に加入している７０歳未満の方〉 

所得区分 

一般病床 療養病床  

食費 

(1 食あたり) 

食費 

(一食あたり) 

居住費 

(1 日あたり) 

市民税課税世帯 510 円※1  510 円※1※3     

370 円 

(指定難病患者

は負担なし) 

市民税 

非課税 

世帯 

過去 12 か月の入院日数 

90 日※2 まで 
240 円 240 円 

過去 12 か月の入院日数 

91 日※2 以上（長期） 
190 円 ※2 190 円 

 
 
 
 
 

〈国民健康保険加入の方〉 
 

保険年金課       市役所本庁舎１階     ☎       ５０－３５２０ 
(国保給付担当)                        FAX   ５０－８４１３ 

 

〈後期高齢者医療制度加入の方〉 
 

保険年金課    市役所本庁舎１階     ☎       ５０－３５７５ 
(後期高齢者医療担当)                     FAX   ５０－８４１３ 
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〈国民健康保険に加入している７０歳以上の方､後期高齢者医療制度に加入している方〉 

所得区分 

一般病床 療養病床  

食費 

(1 食あたり) 

食費 

(一食あたり) 

居住費 

(1 日あたり) 

市民税課税世帯 510 円※1 510 円※1※3     

370 円 

(指定難病患者

は負担なし) 

市民税 

非課税 

世帯 

 

低所得Ⅱ 

過去 12 か月の 

入院日数 

90 日※2 まで 

240 円 240 円 

過去 12 か月の 

入院日数 

91 日※2 以上（長期） 

190 円 ※2 190 円 

低所得Ⅰ 110 円 140 円 ※4 

 

市民税非課税世帯に該当する方で、オンライン資格確認が導入されていない医療機関等を受診

する場合は､（限度額適用・）標準負担額減額認定証の提示が必要です｡ 

※１ 市民税非課税世帯に該当しない指定難病患者の方､または平成２８年４月１日時点で 

すでに１年を超えて精神病床に入院している方は､１食３００円です｡ 

※２ 年齢到達や転入などにより新たに被保険者になった方は､前の医療保険加入期間も対象と 

なります｡長期該当の場合には、必ず申請が必要です。 

※３ 保険医療機関の施設基準などにより４７０円の場合もあります｡ 

※４ 低所得Ⅰに該当し､老齢福祉年金を受給している方が療養病床に入院する場合､食費は 

１１０円となり､居住費は支払いの必要がありません｡ 

* 療養病床であっても､入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟 

に入院している方の食費については､一般病床と同じ額です｡ 

 

5.葬祭費 

被保険者が死亡したとき､その葬祭を行った方(喪主)又は、埋葬若しくは火葬を行った方に､

申請により葬祭費として５万円が支給されます｡ 

※葬祭等を行った日から２年を過ぎると時効となり､申請ができなくなります｡ 

※国民健康保険にご加入の方で死亡前３か月以内に被保険者本人として社会保険に加入してい 

た場合は、国民健康保険から葬祭費は支給されません。加入していた社会保険にお問い合わ 

せください。 

【問合せ】 

  
保険年金課         

(国保給付担当)   市役所本庁舎１階      ☎    ５０―３５２０ 
(後期高齢者医療担当)                                ☎     ５０―３５７５ 
                         FAX ５０―８４１３ 
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6.ねたきり高齢者の医療費助成制度 

３か月以上ねたきりの高齢者に､保険診療の自己負担分を助成しています｡ 

【対象者】 藤沢市に住民登録等があり､医療保険に加入している６５歳以上のねたきりの方 

で､３か月以上食事､用便､寝起き等日常生活の大半を他の人の介護によらなければ 

ならない状態にあり､今後もその状態が継続すると認められる方｡ 

※生活保護受給者は除きます｡ 

※身体障がい者手帳１～３級と４級の一部､療育手帳Ａ１～Ｂ１（または知能指数 

５０以下）､精神障がい者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方で､すでに医療費の 

助成を受けている方は申請の必要はありません｡ 

※差額ベッド代等の医療保険の対象外のものや､入院時食事代等の標準負担額は助 

成できません｡ 

※介護保険の利用者負担額は助成できません｡ 

※ねたきりで医療証を交付された方で､状態が回復した場合は､医療証を返還して 

いただく必要がございますので､障がい者支援課までお問合せください｡ 

【問合せ】 
障がい者支援課          市役所本庁舎２階    ☎     ５０－３５１８ 

                                FAX ２５－７８２２ 
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税金･年金 
1.障がい者税控除対象者認定 

障がい者手帳の交付を受けていない場合でも、所得申告する本人または扶養親族等が６５歳

以上で認定の要件を満たす場合、「障がい者控除」として一定金額の所得控除を受けることので

きる「障がい者控除対象者認定書」を交付します。 

【対象者】次のいずれかに該当する方に認定書を発行します｡ 

① ６５歳以上の高齢者で､介護保険の要介護１～５の認定を受けている方 

② 在宅において継続して６カ月以上ねたきりの状態で、ねたきり高齢者台帳に登録

されている方 

【申込み】高齢者支援課または､ 藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む)の 

地区福祉窓口で申請してください。 

※認定書のお渡しは、郵送となります。（発行まで２週間から１か月程度お時間をいただくこと

がございます。確定申告等の提出期限を考慮してお早目に申請してください。） 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高齢者支援課         市役所本庁舎２階      ☎     ５０－３５７１  

                              FAX ５０－８４１２ 
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2.確定申告医療費控除 

本人または本人と生計を一にする配偶者､その他の親族の医療費を支払った場合(原則として

年間１０万円以上)､医療費控除(最高２００万円)の対象となります｡ 

① 介護保険サービス利用料の医療費控除 

介護保険施設サービス(特別養護老人ホーム･介護老人保健施設･介護医療院等)や医療系の

居宅サービス(訪問看護･訪問リハビリテーション･居宅療養管理指導･通所リハビリテーシ

ョン･短期入所療養介護等)を利用した際の自己負担額は､医療費控除の対象となります(特

別養護老人ホームは自己負担額の２分の１)｡詳細は税務署または介護保険課にお問合せく

ださい｡ 

② おむつに係る費用 

傷病により概ね６か月以上寝たきりの方のおむつ代は､医療費控除の対象となる場合があり

ます｡確定申告では､医師が発行した｢おむつ使用証明書｣が必要となります｡なお､要介護認

定を受けている方は､｢おむつ使用証明書｣に代わる｢主治医意見書内容確認書｣を発行できる

場合がありますので､介護保険課へお問合せください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

3.外国籍市民等福祉給付金 

在日外国籍等の高齢者で､国民年金を受けるために必要な要件を制度上満たすことができない

方に､福祉給付金を支給します｡ 

【対象者】 大正１５年４月１日以前に生まれた在日外国人等で､国民年金を受けるために必要 

な要件を満たしていない等の理由で､公的年金を受けていない方 

【支給額】 月額 ２０,０００円(９月､３月に口座振込) 

【申込み】 福祉給付金支給申請書に必要書類を添えて高齢者支援課へ提出してください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
藤沢税務署          朝日町１－１１     ☎      ２２－２１４１ 

介護保険課          市役所本庁舎２階     ☎      ５０－８２７６ 
                            FAX  ５０－８４４３ 

 高齢者支援課           市役所本庁舎２階     ☎     ５０－３５７１ 
                              FAX ５０－８４１２ 
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4.社会保険料控除 

国民健康保険料､後期高齢者医療保険料および介護保険料は､所得税の確定申告や市県民税の

申告の際に社会保険料控除の対象となります｡ 

ただし､特別徴収(年金天引き)された保険料については､その年金を受け取る方ご本人が申告

する場合に限り､社会保険料控除の対象となりますのでご注意ください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
国民健康保険料については   保険年金課     ☎   ５０－３５１７ 
                (保険料徴収担当)      FAX ５０－８４１３ 
 

 
後期高齢者医療保険料     保険年金課     ☎     ５０－３５７５ 
については           (後期高齢者医療担当)   FAX ５０－８４１３ 

 
介護保険料については        介護保険課      ☎     ５０－８２７６ 
                 （資格・保険料担当）  FAX ５０－８４４３ 
 

 
藤沢税務署        朝日町１－１１     ☎     ２２－２１４１ 
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5.老齢基礎年金 

老齢基礎年金は､国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間および合算対象期間を含む)が

１０年以上ある人が､原則として６５歳になったときに請求すると翌月分から受けられる年金で

す｡ 

【受給資格期間】 

次の(1)~(7)までを合計して､原則１０年以上になることが必要です｡ 

(1) 国民年金保険料を納めた期間 

(2) 国民年金保険料の免除が承認された期間(一部免除の場合は､承認区分に応じた保険料を納

めた期間) 

(3) 納付猶予や学生納付特例が承認された期間 

(4) 産前産後免除の該当期間 

(5) 昭和３６年４月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間 

(6) 第３号被保険者であった期間 

(7) 合算対象期間(例:２０歳以上６０歳未満の間に国民年金に任意加入しなかった期間など) 

※支給開始月は６０歳から７５歳の間で選択できます｡年金額は早く受給する (繰上げ受給)と

減額され､遅らせて受給する(繰下げ受給)と増額されます｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

  

 
保険年金課           市役所本庁舎１階      ☎       ５０－３５２１ 

(国民年金担当)                      FAX   ５０－８４１３ 
 

 
藤沢年金事務所        藤沢１０１８        ☎      ５０－１１５１ 
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その他 
1.救急医療情報カード (通称｢あんしんみまもりカード｣) 

必要事項（緊急連絡先・医療情報等）を記入しておくことにより、もしもの時に救急隊員に

よる迅速な処置や親族へのスムーズな緊急連絡等を目的としたカードです。カードはごみの｢収

集日程カレンダー｣の一部として配布しています。藤沢市ホームページからもダウンロードでき

ます｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

2.健康手帳の交付 

健康診査の結果等を記録する手帳です｡藤沢市ホームページからダウンロードできます｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

3.車いすの貸出 

療養や通院などにより、一時的に車いすが必要な方に車いすを貸し出します（３か月以内）。

貸し出しをご希望の際は、事前にご連絡をお願いします｡ 

【対象者】 一時的に車いすが必要な市内在住の方 

【 費 用 】 無料 

【申込み･問合せ】 

 

 

 

 

 

4.福祉資金の貸付 

低所得世帯であって､緊急かつ一時的出費により生活に困窮した世帯を対象に福祉資金の貸付

けを行い､その世帯を援護し生活の安定を図ることを目的とします｡なお、貸付けには、民生委

員の確認が必要です。 

【申込み･問合せ】 

 

 
地域医療推進課         保健所４階        ☎      ２１－９９９３ 

                                FAX  ２８－２０２０ 
 

 
健康づくり課         保健所３階          ☎     ５０－８４３０ 

                            FAX  ２８－２２８０ 
 

・社会福祉法人 
 藤沢市社会福祉協議会      市役所分庁舎１階  ☎     ５０－３６７０ 
 地域福祉課 
 
・ふじさわボランティアセンター  市役所分庁舎２階  ☎   ２６－９８６３ 
                           FAX ５０－３６７１ 

                  
社会福祉法人           市役所分庁舎 1階   ☎     ５０－３５２５ 
藤沢市社会福祉協議会                     FAX ２６－６９７８ 
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5.生活福祉資金の貸付(県社協の事業) 

低所得世帯､障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者がい

る世帯)に対し､資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより､経済的自立および生活意欲の

助長促進､在宅福祉および社会参加の促進を図り､安定した生活を送れるようにすることを目的

とします｡ 

【申込み･問合せ】 

 

 

 

6.郵便等による不在者投票制度 

障がい等､一定の要件に該当し､事前の申請により郵便等投票証明書の交付を受けた方は､選挙

の際に自宅等で投票用紙に記入をし、郵便で送付する方法により投票することができます｡ 

【対象者】 

(1) 身体障がい者手帳をお持ちで､次のいずれかに該当する方 

両下肢･体幹･移動機能の障がい 1 級または 2 級 

心臓･じん臓･呼吸器･ぼうこう･直腸･小腸の障がい 1 級もしくは 3 級 

免疫･肝臓の障がい 1 級から 3 級 

(2) 戦傷病者手帳をお持ちで､次のいずれかに該当する方 

両下肢･体幹の障がいの程度 特別項症から第 2 項症 

心臓･じん臓･呼吸器･ぼうこう･直腸･小腸･肝臓の 

障がいの程度 

特別項症から第 3 項症 

 (3) 介護保険の被保険者証をお持ちの方で､次に該当する方 

要介護状態区分 要介護 5 

※上記(1)から(3)の対象者で自署することができない方については､次のいずれかに該当する

場合に限り､代理記載制度を利用できます｡ 

･｢身体障がい者手帳｣上肢または視覚の障がいの程度が 1 級 

･｢戦傷病者手帳｣上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第 2 項症 

【利用方法】 

事前に郵便等投票証明書の交付申請が必要となります｡申請書と一緒に上記の手帳等の原本

を添えて､選挙管理委員会までご提出ください｡ 

※手続きには 1 カ月程度かかる場合がありますので､お早めにお申込みください｡ 

【問合せ】 

 

 

 

 

 
社会福祉法人        市役所分庁舎 1階   ☎     ５０－３５２５ 

 藤沢市社会福祉協議会              FAX ２６－６９７８ 
 

 
藤沢市             市役所分庁舎２階     ☎   ５０－３５６４ 

 選挙管理委員会                    FAX ５０－８４２５ 
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7.介護者支援 

●家族介護者教室 

高齢者等を介護している家族等を対象に､介護者同士の交流や介護に必要な知識を習得する

場として教室を開催しています｡教室の内容、日程の詳細は市のホームページ等でご案内し

ています。 

●在宅介護者の会(ほほえみの会) 

在宅で介護している方を中心に､情報交換や仲間づくり､リフレッシュ等のため月に 1 回 

集まる場を設けています｡ 

【 会 場 】 市役所本庁舎 

【問合せ】 

 

 

 

●認知症の方を介護する家族の会(ふれあい会) 

月 1 回､家族の交流会を開催しています｡初めて参加される方は､事前にお問合わせくださ

い｡ 

【 会 場 】 保健所等 

【問合せ】 

 

 

 

 

8.認知症サポーター養成講座 

認知症サポーターとは､認知症に関する基礎知識や認知症の方への接し方を学び､地域の中で

認知症の方やその家族を温かく見守る応援者です｡ 

講座の開催･受講についてはお問合せください｡ 

 

認知症サポーター養成講座を受けた方を 

｢認知症サポーター｣と呼びます｡ 

 

 

 

 

【問合せ】 

 

認知症サポーターは 

藤沢市で 30,158 人 

受講しました。（2024 年９月末現在） 

  
高齢者支援課        市役所本庁舎２階      ☎     ５０－３５２３ 

                             FAX ５０－８４１２ 
 

 
保健予防課        保健所４階          ☎     ５０－３５９３ 

                               FAX ２８－２１２１ 
 

      
高齢者支援課        市役所本庁舎２階      ☎     ５０－３５２３ 

                             FAX ５０－８４１２ 
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9.防災情報 
●防災ラジオ 

災害などの緊急情報をお知らせする防災ラジオを防災政策課（本庁舎７階）で対面にて有償

頒布（２０００円）しています。 

【防災ラジオの特徴】  

災害発生時に防災行政無線と連動してレディオ湘南から発信される緊急割込放送を自動受信

します。屋内では聞きづらい防災行政無線と比べ、風雨や建物による反響を受けず、屋内でも

緊急情報を確認できます。 

ラジオが待機状態や他局を選択中でも緊急情報を受信すると、自動的に起動や切り替えを行

い緊急割込放送を聞くことができます。 

一般的なラジオとして、レディオ湘南以外のラジオ局（AM/FM）も選局できます。 

【問合せ】 

 

 

 

●藤沢市防災アプリ「ハザードン」 

防災アプリ 「ハザードン」は、災害情報などを把握するためのスマートフォンアプリです。 

☞ハザードマップの表示 

津波や洪水等の浸水想定区域や、土砂災害警戒区域等の確認ができます。 

☞地域の設定 

「藤沢市」を設定すると、藤沢市の気象情報、地震情報、土砂災害警戒情報がプッシュ通知

で配信されます。 

☞自治体からのお知らせ登録 

「神奈川県藤沢市防災情報」を登録すると、藤沢市からの防災情報（防災行政無線の放送内

容等）をプッシュ通知で、文字と音声により受け取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

 

 

 

 

 
防災政策課    市役所本庁舎７階    ☎      ５０－８３８０ 

                        FAX  ５０－８４３７ 
 

 
防災政策課    市役所本庁舎７階    ☎      ５０－８３８０ 

                        FAX  ５０－８４３７ 
 

市ホームページ 
防災アプリ「ハザードン」について 

  藤沢市 ハザードン     で検索 

もしくは右の二次元コードからでもご覧いただけます。 
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10.ペット見守りリーフレット・ペット緊急時連絡シート 

 ペットのお世話ができなくなる事態に備え、ペットを預かってくれる人の連絡先などを記入

するリーフレット・マグネットシートです。前もって準備する項目や、相談先が記載されてい

ます。リーフレットはホームページからダウンロードするか、保健所や藤沢市獣医師会会員動

物病院などで配布しています。 

また、マグネットシートはホームページから電子申請で受け付けて配布しています。 

見やすい場所に貼り付けてご使用ください。 

 

 

 

 

【問合せ】 

 

 

 

  

11.ご遺族手続支援窓口 

 亡くなった時点で藤沢市に住民登録があった方について、市役所で必要な手続きを確認し

て、ご遺族にまとめてご案内する専用窓口です。ご利用には事前予約が必要です。葬儀を済ま

せてからご予約ください。 

【申込み】 

ご遺族手続支援窓口 本庁舎１階 0466-50-8281（予約専用ダイヤル） 

予約受付時間 平日午前９時～午後４時 

【問合せ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活衛生課          保健所 4階  ☎   ５０－３５９４ 
 FAX ２８－２０２０ 

生活衛生課ホームページ 

二次元コード 

市民窓口センター      本庁舎１階 ☎   ５０－８２６７ 
FAX ２８－８４１０ 
 ※ご予約の方は、0466-50-8281 に直接おかけください。 
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12.終活ノート（エンディングノート）の配布 

災害や事故、病気など、予測できない「もしもの時」は誰にでも起こりうることです。その

「もしもの時」に備えて、ご自身だけではなく家族が困らないようにする準備を『終活』と呼

んでいます。終活ノート（エンディングノート）は治療や介護等に関するご自身の意思を書き

留めるノートです。災害や事故に巻き込まれたり病気になったりする前に、家族とも話し合

い、ご自身の考えを整理しておきましょう。 

藤沢市では、終活ノート（エンディングノート）の配布をしていま

す。こちらのホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者支援課 

ホームページ 

 

      
高齢者支援課        市役所本庁舎２階      ☎     ５０－３５２３ 

                             FAX ５０－８４１２ 
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2025 年度 高齢者のための安心べんり帳 

2025 年(令和 7 年)4 月発行 

藤沢市 高齢者支援課 

住 所:藤沢市朝日町 1 番地の 1 

電 話:0466-50-3571(直通) 

F A X:0466-50-8412 



 

 

 

 

 

 

(地域包括支援センター) 
片瀬いきいき ☎ 29-5066 善行団地いきいき ☎ 47-7345 

サポートセンター FAX 29-9380 サポートセンター FAX 47-7360 

鵠沼南いきいき ☎ 33-1166 湘南大庭いきいき ☎ 87-3588 

サポートセンター FAX 33-1222 サポートセンター FAX 88-7357 

鵠沼東いきいき ☎ 55-1511 小糸いきいき ☎ 90-4507 

サポートセンター FAX 55-1515 サポートセンター FAX 90-4510 

辻堂東いきいき ☎ 36-3333 六会いきいき ☎ 80-5877 

サポートセンター FAX 36-3323 サポートセンター FAX 84-9000 

辻堂西いきいき ☎ 54-9511 石川いきいき ☎ 52-７417 

サポートセンター FAX 54-9513 サポートセンター FAX 52-6980 

村岡いきいき ☎ 24-4100 湘南台いきいき ☎ 45-2300 

サポートセンター FAX 24-4172 サポートセンター FAX 45-3313 

藤沢東部いきいき ☎ 55-5570 遠藤いきいき ☎ 54-8312 

サポートセンター FAX 55-5571 サポートセンター FAX 87-3099 

藤沢西部いきいき ☎ 22-7633 長後いきいき ☎ 45-1121 
サポートセンター FAX 22-7876 サポートセンター FAX 45-1135 

明治いきいき ☎ 35-2811 御所見いきいき ☎ 49-2020 

サポートセンター FAX 35-2875 サポートセンター FAX 49-2030 

善行いきいき ☎ 90-0065 

サポートセンター FAX 84-0850 

 

 

 
 

 

 

  

 

  


